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動車運転者として取り扱われている者の属する事業場については、当該

事業場が人口 30 万人以上の都市に所在する場合であっても、当分の間、

当該事業場の自動車運転者を車庫待ち等の自動車運転者に該当するもの

として取り扱うこととしています。 

    

２－８ （Ｑ）「予期し得ない事象への対応時間」について、具体的にどういった時間

が該当するか教えてください。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）「予期し得ない事象への対応時間」の取扱いは、自動車運転者が災害や

事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合におい

て、その対応に要した時間についての１日の拘束時間、２暦日の拘束時

間の例外的な取扱いを定めたものです。 

「予期し得ない事象への対応時間」に該当するか否かの考え方は、そ

れぞれの事象に応じ、次のとおりです。 

 

① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと 

・ 例えば、運転中に乗務している車両が予期せず故障したことに伴

い、修理会社等に連絡して待機する時間、レッカー車等で修理会社

等に移動する時間及び修理中の時間は「予期し得ない事象への対

応時間」に該当します。 

・ ただし、例えば、上記対応に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、

勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。 

 

② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと 

・ 例えば、運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したことに

伴い、フェリーの駐車場で待機する時間は「予期し得ない事象への

対応時間」に該当します。 

・ また、フェリー欠航に伴い、急きょ陸路等で移動する場合、陸路

での移動時間がフェリー運航時間とおおむね同程度である等、経

路変更が合理的であると認められるときは、当該移動時間は「予期

し得ない事象への対応時間」に該当します。 

 

③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路

が渋滞したこと 

・ 例えば、前方を走行する車の衝突事故により発生した渋滞に巻き

込まれた時間、地震や河川氾濫に伴う道路の封鎖、道路の渋滞等に

巻き込まれた時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しま
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す。 

・ ただし、例えば、災害や事故の発生を伴わない自然渋滞（商業施

設や大型イベントの開催、お盆休み等の帰省ラッシュ等、単なる交

通集中等）に巻き込まれた時間、相当程度遠方の事故渋滞の情報に

基づき迂回する時間（※）、鉄道事故等による振替輸送・代行輸送等

に要した時間は該当しません。 

（※）例えば、長野（飯田）から東京（高井戸）に運行中、現地点か

ら約２時間20分先の中央道上り相模湖ＩＣ付近で事故が発生

し、１時間程度で事故渋滞が解消される見込みであるにもか

かわらず、一般道に迂回し、通常約３時間の行程について、約

６時間 30 分を要した場合 

 

④ 異常気象（警報発表時）に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となっ

たこと 

・ 例えば、運転前に大雪警報が発表されていたものの、まもなく解

除が見込まれていたため、運転を開始したが、運転開始後も大雪警

報が解除されず、結果として運転中に正常な運行が困難となった

場合には、その対応に要した時間は「予期し得ない事象への対応時

間」に該当します。 

・ ただし、例えば、異常気象であっても警報が発表されない場合に

おける対応時間は該当しません。 

 

そのほか、運転中に自動車運転者が乗客の急病対応を行う場合や犯罪

に巻き込まれた場合は、停車せざるを得ず、道路の封鎖又は渋滞につな

がると考えられることから、③運転中に災害や事故の発生に伴い、道路

が封鎖されたこと又は道路が渋滞したことに該当するものとして取り扱

います。例えば、乗客の急病への対応時間、タクシー運転者が犯罪に巻

き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得な

い事象への対応時間」に該当します。 

 

２－９ 

 

（Ｑ）例えば、タクシー運転者Ａが運転する車両が予期せず故障し、代わり

にタクシー運転者Ｂが急きょ、別の車両で事故現場に駆けつけ、運行す

る場合、タクシー運転者Ｂの運転時間を予期し得ない事象への対応時間

として除くことはできますか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運

転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者
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のタクシー運転者Ｂが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時

間」には該当しません。 

 

２－10 

 

（Ｑ） 

① 予期し得ない事象について、「運転中に」という限定がありますが、 

運転直前に車両の点検をしている最中に予期し得ない事象が発生した 

場合、対象とならないのでしょうか。 

② 異常気象についても、運転中に警報に遭遇しない限り同様の取扱い

となるのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ） 

① 運転前にあらかじめ当該事象が発生している場合には、たとえ運転

開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため

「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。ただし、例えば、

運転開始後、休憩中に予期し得ない事象に遭遇し、その対応に要した

時間は、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。 

② 一方、異常気象（警報発表時）については、運転前に異常気象の警

報が発表されていたものの、その時点では正常な運行が困難とは想定

されず、運転開始後に初めて正常な運行が困難となった場合、その対

応に要した時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。 

 

２－11 

 

（Ｑ）例えば、予期し得ない事象に遭遇したのが１か月の最終勤務日で、そ

のときに初めて改善基準告示に違反した場合、１か月の拘束時間につい

てはどのような計算の取扱いになるのでしょうか。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）「予期し得ない事象への対応時間」に関する取扱いは、タクシー運転者

に係る１日の拘束時間及び２暦日の拘束時間の例外的な取扱いとなる

ので、１か月の拘束時間の計算については、除くことができません。 

   １か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、１か月の

拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月

作成することが望ましいです。 

 

２－12 

 

（Ｑ）予期し得ない事象について、客観的な記録とは具体的にどのようなも

のでしょうか。また、時間の特定が困難で客観的な記録がない場合等の

取扱いについて教えてください。 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）「予期し得ない事象への対応時間」については、「運転日報上の記録」
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に加え、「予期し得ない事象の発生を特定できる客観的な資料」によっ

て、当該事象が発生した日時等を客観的に確認できることが必要です。 

   客観的な記録とは、例えば次のような資料が考えられます。 

 

① 修理会社等が発行する故障車両の修理明細書等 

② フェリー運航会社等のホームページに掲載されたフェリー欠航情報

の写し 

③  公益財団法人日本道路交通情報センター等のホームページに掲載さ

れた道路交通情報の写し（渋滞の日時・原因を特定できるもの） 

④ 気象庁のホームページ等に掲載された異常気象等に関する気象情報

等の写し 

 

ただし、当該事象について、遅延の原因となった個々の対応時間の特

定が困難な場合には、 

当該事象に遭遇した勤務を含めた実際の拘束時間や運転時間 

－運行計画上の拘束時間や運転時間 

＝当該事象への対応時間 

  として、一勤務を通じた当該事象への対応時間を算出することも可能で

す。この場合には、上記①～④の「予期し得ない事象の発生を特定でき

る客観的な資料」が必要ですが、やむを得ず客観的な記録が得られない

場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に

係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要が

あります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道

路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載してお

く必要があります。 

 

２－13 

 

（Ｑ）自動車運転の業務に関する休日の考え方は、休息期間に 24 時間を加算

して得た連続した時間とされていますが、休日を連続で２日与える場合

には、33 時間空ければよいのでしょうか。 

１日目：休息期間９時間 

２日目：法定休日 24 時間 

３日目：所定休日 

------------------------------------------------------------------- 

（Ａ）自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時

間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。 

通常勤務の場合は継続 33 時間（９時間＋24 時間）、隔日勤務の場合は

継続 46 時間（22 時間＋24 時間）を下回ることがないようにする必要が
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